
 

 

    

 

 
 

 

 

札幌圏都市計画 

 

土地区画整理事業の変更（案） 

 

（市決定） 
 

 

 

 

太平土地区画整理事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月 

札幌市都市局市街地整備部 

議案第１５号 



札幌圏都市計画土地区画整理事業の変更 

（札幌市決定） 

 

都市計画太平土地区画整理事業を次のように変更する。 

名称 太平土地区画整理事業 

面積 約 35.8ｈａ 

公
共
施
設
の
配
置 

道路 

種別 名 称 

これらについては、別に都
市計画において定めるとお
りとする。 

幹線街路 3･1･  1  創成川通 
幹線街路 3･2･ 27 東 15 丁目・屯田通 
幹線街路 3･4･164  学田通 
幹線街路 3･4･163  篠路公園通 
幹線街路 3･4･165  太平中央通 
上記の都市計画道路を幹線道路として、地区内外の連絡を図り、これ

らを基に地域に相応した区画道路（標準幅員８ｍ）を適正に配置する。 
 

公園及び緑地 

公園の面積は施行区域面積の３パーセント以上を確保するものとし、
誘致距離等を勘案して適正に配置する。 
 

その他の公共
施設 

準用河川学田川については事業に合わせて現位置で開渠として整備す
るが、都市計画道路 3･4･164 学田通を横断する部分については函渠とし
て整備する。 

上下水道は道路計画を基礎として適正に配置する。 
 

宅地の整備 

ＪＲ百合が原駅の周辺は、商業系の宅地を配置し、その他の区域につ
いては住宅地及び工業地としての良好な環境が保たれるよう配慮する。 

街区の規模は、住宅地においては短辺３５ｍ、長辺１００ｍを標準と
し、その他についてもそれぞれの土地利用に合致するよう適正な街区の
形成を図る。 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由：未施行区域では、すでに適切な土地利用がなされ、公共施設等の整備・改善が図られて 

いることから、土地区画整理事業による一体的な施行の必要性がないと判断されるため、 

区域を変更し、未施行区域を土地区画整理事業の区域から除外する。 
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計画書新旧対照表 

 

新 

札幌圏都市計画土地区画整理事業の変更 

（札幌市決定） 

都市計画百合が原土地区画整理事業を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

旧 

札幌圏都市計画土地区画整理事業の決定 

（北海道知事決定） 

都市計画百合が原地区土地区画整理事業を次のように決定する。  

 

名称 太平土地区画整理事業 

面積 約 35.8ha 

公
共
施
設
の
配
置 

道
路 

種別 名 称 

幹線街路 3･1･  1  創成川通 

幹線街路 3･2･ 27 東 15 丁目・屯田通 

幹線街路 3･4･164  学田通 

幹線街路 3･4･163  篠路公園通 

幹線街路 3･4･165  太平中央通 

上記の都市計画道路を幹線道路として

地区内外の連絡を図り、これらを基に地

域に相応した区画道路（標準幅員８ｍ）

を適正に配置する。 

 

公
園
・
緑
地 

公園の面積は施行区域面積の３パーセ

ント以上を確保するものとし、誘致距離

等を勘案して適正に配置する。 

 

 

そ
の
他
の
公
共
施
設 

準用河川学田川については事業に合わ

せて現位置で開渠として整備するが、都

市計画道路 3･4･164 学田通を横断する部

分については函渠として整備する。 

上下水道は道路計画を基礎として適正

に配置する。 

 

 

宅
地
の
整
備 

都市計画道路 3･1･1 創成川通（国道 231

号）及び都市計画道路 3･2･27 東 15 丁目・

屯田通の沿線については沿道利用型及び

商業系の宅地を配置し、その他の区域は、

住宅地としての良好な環境が保たれるよ

う配慮する。 

街区の規模は、住宅地においては短辺

35ｍ、長辺 100ｍを標準とし、その他につ

いてもそれぞれの土地利用に合致するよ

う適正な街区の形成を図る。 

 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由：未施行区域では、すでに適切な土地利用が 

なされ、公共施設等の整備・改善が図られて 

いることから、土地区画整理事業による一体 

的な施行の必要性がないと判断されるため、 

区域を変更し、未施行区域を土地区画整理事 

業の区域から除外する。 

 

名称 太平土地区画整理事業 

面積 約 37.9ha 

公
共
施
設
の
配
置 

道
路 

種別 名 称 

幹線街路 3･1･  1  創成川通 

幹線街路 3･2･ 27 東 15 丁目・屯田通 

幹線街路 （仮称） 学田通 

幹線街路 （仮称） 篠路公園通 

幹線街路 （仮称） 太平中央通 

上記の都市計画道路を幹線道路として

地区内外の連絡を図り、これらを基に地

域に相応した区画道路（標準幅員８ｍ）

を適正に配置する。 

 

公
園
・
緑
地 

公園の面積は施行区域面積の３パーセ

ント以上を確保するものとし、誘致距離

等を勘案して適正に配置する。 

 

 

そ
の
他
の
公
共
施
設 

準用河川学田川については事業に合わ

せて現位置で開渠として整備するが、都

市計画道路（仮称）学田通を横断する部

分については函渠として整備する。 

上下水道は道路計画を基礎として適正

に配置する。 

 

 

宅
地
の
整
備 

都市計画道路 3･1･1 創成川通（国道 231

号）及び都市計画道路 3･2･27 東 15 丁目・

屯田通の沿線については沿道利用型及び

商業系の宅地を配置し、その他の区域は、

住宅地としての良好な環境が保たれるよ

う配慮する。 

街区の規模は、住宅地においては短辺

35ｍ、長辺 100ｍを標準とし、その他につ

いてもそれぞれの土地利用に合致するよ

う適正な街区の形成を図る。 

 

「施行区域は、計画図表示のとおり」 

 

理由：本地区は大半が農耕地として利用されてい

るが、周辺の開発行為等の影響を受けて急速

な市街化が予想されることから、土地区画整

理事業を実施することにより、公共施設の整

備改善を図り、宅地の利用増進と環境の整備

を進めるものである。 
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百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅百合が原駅

札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業

札幌圏都市計画　土地区画整理事業箇所図

変更後の区域

変更前の区域

例凡

変更後の区域

変更前の区域

例凡
000000000 750m750m750m750m750m750m750m750m750m

000000000 500500500500500500500500500 100010001000100010001000100010001000 1500m1500m1500m1500m1500m1500m1500m1500m1500m
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凡　例

変更後の区域

変更前の区域

凡　例

変更後の区域

変更前の区域

札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図札幌圏都市計画　太平土地区画整理事業　計画図

ＪＲ百合が原駅
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